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ΐͪのᴧδ住所の異動手続きНЊ͵Φ⒋
住民票の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿

への登録などにつながる大切な手続きです。入学・就職・転勤などで引っ越しをする人は、

正確な住所を登録するために、異動手続きを忘れずに行ってください。

■問い合わせ＝本庁市民課市民係（内線132～134）、各総合支所市民環境課

酸他の市区町村に転出・転入する場合

止

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

“転出前に”

転出届を提出して

転出証明書を受け取る

引っ越し前の
市 区 町 村

引っ越し先の
市 区 町 村

“転入した日から14日以内に”

転出証明書を添えて

転入届を提出する

酸市内で転居する場合

市役所本庁または
各総合支所

“転居した日から14日以内に”

転居届を提出する

■実施日時 ５月４日刷祝午後５時５分～７時15分ころ

■実施場所 江刺区川原町～おまつり広場（大通り公園）

■申し込み方法 陰団体名（ふりがな）、隠参加予定人数、

韻代表者の住所・氏名、吋連絡先（電話番号、ファクス

番号、メールアドレスなど）を明記し、ファクスまたは

メールで申し込み

■申込期限 ３月12日鉦必着

■留意事項

虚衣装は各団体で準備してください

許団体名を記載したプラカードを準備してください

距踊りの練習は各団体で行ってください（ＤＶＤ貸出あり）

鋸４月中旬開催予定の打ち合わせ会に出席してください

■問い合わせ・申込先 江刺甚句まつり実行委員会事務局

（江刺総合支所産業振興課内・内線211・212、 鯖営3476、

糸sangyou-es@city.oshu.iwate.jp）
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ၸܧጂߡॽパԐードϏの
団体を募ᴾしますݎߍ

マイナンバーの「通知カード」、
「マイナンバーカード（個人番
号カード）」、「住民基本台帳
カード（住基カード）」の住所
変更の届け出もお忘れなく！

3 広報おうしゅう

■車種区分ごとの届け出窓口

本庁税務課
各総合支所市民環境課

原動機付自転車（125cc以下のバイクなど）
小型特殊自動車（農耕用で乗用装置があるものを含む）

県軽自動車協会（察019-639-8021）
県自家用自動車協会水沢支部（察厩3168）

軽二輪（125cc超250cc以下）
三輪および四輪以上

東北運輸局岩手運輸支局（察050-5540-2010）
県自家用自動車協会水沢支部（察厩3168）

二輪の小型自動車（250cc超）

■車種区分ごとの税額

（１）原動機付自転車および二輪車など

税額（年額）車種区分

2,000円50cc以下

原動機付自転車
2,000円50cc超90cc以下

2,400円90cc超125cc以下

3,700円ミニカー

（２）三輪および四輪以上の車両

税額（年額）

車種区分 韻初度検査

が27年4月

1日以降

隠初度検査

から13年超

（※）

陰初度検査

が27年３月

31日以前 宇25％軽減右50％軽減吋75％軽減

3,000円2,000円1,000円3,900円4,600円3,100円三輪

8,100円5,400円2,700円10,800円12,900円7,200円自家用
乗用

四輪以上
5,200円3,500円1,800円6,900円8,200円5,500円営業用

3,800円2,500円1,300円5,000円6,000円4,000円自家用
貨物

2,900円1,900円1,000円3,800円4,500円3,000円営業用

初度検査の時期により税額が異なり、４月１日時点で初度検査から13年を超える車両については、税額

が隠になります。また、29年4月１日から30年３月31日までに新規取得したグリーン化特例に該当する

車両の税額は、30年度に限り、それぞれ吋～宇になります。

税額（年額）車種区分

3,600円軽二輪 125cc超250cc以下

6,000円二輪の小型自動車 250cc超

3,600円雪上車

2,000円農耕用
小型特殊自動車

5,900円その他

※動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽

自動車および被けん引車を除く

軽自動車軽自動車税税は４４月１日が基準日です
４月１日にバイクや軽自動車を所有している人に、軽自動車税を課税します。申告な

どを行わなかった場合は過料を科すこともありますので、新規登録や所有者・住所などの

変更がある場合は15日以内、廃車の場合は30日以内に手続きしてください。

■問い合わせ＝本庁税務課諸税係（内線338）

Ｑ１：３月中に軽自動車を業者に引き渡して廃車にしたが、

納税通知書が届いた。どうしたらよいか？

Ａ１：業者で廃車手続きを行っていない可能性があります

ので、業者に処理状況をお問い合わせください。４

月１日までに手続きが完了していないと、軽自動車

税が課税されます。

Ｑ２：年度途中に軽自動車を廃車にしたが、税金はどうな

るのか？

Ａ２：軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度があ

りませんので還付はされません。反対に、年度途中

に登録したときは、その年度の軽自動車税はかかり

ません。

酸軽自動車税に関するＱ＆Ａ酸




